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                  〇            

              午前１１時  ６分開会  

〇委員長  それでは、ただいまから議会運営委員会を開きます。  

                              

〇委員長  協議に先立ちまして、議長より御挨拶がございます。  

〇議長  本日はお忙しい中、令和６年第１回定例会の日程等協議のため、お集まり

いただき、ありがとうございます。今定例会も皆様の御協力を賜り、円滑なる議事

運営ができますよう、お願いを申し上げます。  

 さて、新たな期を迎え半年がたち、数多くの議会改革に努めておるところ、皆様

の御協力に感謝申し上げます。議会だよりの在り方、決算審査の方法など、決める

べき事項は多々ございますが、有意義な協議が続いていると思っております。また、

さきの臨時議会運営 委員会でも議題にな りました資料掲示の 見直しにつきまして

は、改めて皆様にルールの確認を行っていただいたところでございますが、今回か

ら新たな運用方法が示されます。引き続き、皆様の御協力をいただくことになりま

すが、より活発な議会を目指すためにも、皆様の御意見を頂戴しながら、よりよい

議会運営に努めてまいりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。  

 今定例会の会期につきましては、資料１、（１）にお示ししてございます。 12月

の議会運営委員会にてお決めいただいたとおり、２月 22日から３月 18日までの 26日

間となりますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、今定例会では代表質問を予定しておりますが、代表質問の際の休憩につき

ましては、質問時間が 120分以上の場合に限り、10分休憩を議長判断で入れさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。  

 以上、甚だ簡単ではございますが、御挨拶といたします。  

                              

〇委員長  それでは、早速協議に入ります。  

 まず、会期日程についてですが、議長からお話がございましたとおり、２月 22日

から３月 18日までの 26日間となりますので、御了承ください。  

                              

〇委員長  次に、委員会付託についてを議題といたします。  

 事務局より説明願います。  

〇議事課長  資料１、（２）でございます。付託につきましては、表の右側に記載

のとおりの各委員会となります。  

 なお、議案第 14号、訴えの提起につきましては、介護報酬の不当利得返還金の請

求に関するものですが、財政部債権管理課が所管するため、総務市民委員会へ付託

いたします。  

 また、議案第 15号、和解につきましては、市内の公立学校で発生した事故に関す

るものですが、学校教育部教職員課が所管するため、教育子供委員会に付託いたし

ます。以上です。  
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〇委員長  ここで副市長より発言を求められておりますので、これを許します。  

〇副市長  貴重なお時間を頂戴し、ありがとうございます。先日、議員の皆様に御

説明をさせていただきました、旧そごう柏店本館土地の取得に係る予算議案につき

まして御説明をさせていただきます。土地の所有者であります三井不動産とおおむ

ね協議が調ってきていることから、今議会の開会日に令和６年度一般会計補正予算

を当初議案として提出させていただきたく、御理解を求めるところでございます。

この予算につきましては、都市部が所管となります。  

 なお、具体的な金額は、当初議案が上程される 22日までにお示しする予定でござ

いますが、いずれにしましても議案上程の準備が整い次第、お知らせすることが可

能になった日の朝一番、午前９時頃までにラインワークス掲示板にてお知らせさせ

ていただきたいと考えております。大変お手数でございますが、ラインワークス掲

示板を御確認いただきますようお願いをいたします。以上、よろしくお願いをいた

します。  

〇委員長  次に、議長から御発言があります。  

〇議長  ただいま副市長からありましたとおり、この件につきましては、当初議案

として２月 22日の招集日に提出されるとのことです。そのため、質疑につきまして

は、質疑並びに一般質問において行っていただくこととなります。議案の詳細につ

いては、まだお示しされていない部分もございますが、御質問される予定の方につ

いては、通告書に旧そごう柏店本館土地の取得についてなど、本議案に関わる質問

であることが分かるように記載していただければ、当該議案に係る質疑も許可いた

しますので、通告書に記載の上、御提出いただくようお願いいたします。  

 なお、通常要旨の部分に詳細を記載していただくよう皆様の御協力をお願いして

いるところではありますが、今回新たに議案として出てきた部分については、聞き

取りの中で調整いただくことといたします。以上です。  

〇委員長  ただいま議長から御発言がありました本議案の取扱いについて、事務局

より、さらに説明をお願いします。  

〇議事課長  資料１―（２―２）を御覧いただきたいと思います。旧そごう柏店本

館土地の取得に係る予算議案の取扱いについてでございます。当初議案として２月

22日に提出されるとのことですので、他の当初議案とともに一括して日程にのせ、

議題といたします。当初予算議案と当初予算に係る補正予算の議案が同日に提出さ

れることについては、柏市議会としては初めての事例ではございますが、他自治体

でも同様の事例がございまして、同日に提出されることについては問題はございま

せん。  

 なお、当初議案であり、追加議案ではございませんので、先ほど議長からもござ

いましたとおり、質疑並びに一般質問の中で御質疑をいただくこととなりますが、

議案の詳細が分からない中で通告をいただくこととなります。通告書に旧そごう柏

店本館土地の取得等の文言を入れた形で通告いただければ、当該議案に係る質疑も
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できることとなりますので、必ず本議案に関する質疑をする可能性のある議員の皆

様は、通告書に御記載くださいますようお願いをいたします。  

 なお、質疑の内容については、聞き取りの中で御調整ください。  

 委員会付託につきましては、都市部の所管となるため、建設経済環境委員会へ付

託となります。以上でございます。  

〇委員長  ただいまの説明でよろしいですか。理解できましたか。ちょっとまだ相

手方もあることなので、なかなか決定ができていない段階で議会が始まってしまう

ので、通告書が 20日提出、議案が 22日上程という逆転する形になりますので、議長

のほうからこういう名前で出してもらえれば大丈夫だよということの指示だと思っ

ております。  

 なお、この５ページの資料１―（２―２）に記載されている内容を各会派の皆様

にも必ず周知していただきたいというふうに思っております。質問の通告が漏れる

ことがないように、よろしくお願いいたします。  

 また、無所属の会につきましては、小川代表、無所属の会の周知をお願いします。

あと、無所属で今日傍聴に来ておられない方については、事務局のほうからよろし

くお願いします。参加されている無所属の方は大丈夫ですね。よろしくお願いいた

します。  

                              

〇委員長  次に、追加議案についてを議題といたします。  

 ここで副市長から発言を求められておりますので、加藤副市長どうぞ。  

〇副市長  引き続き、申し訳ございません。お時間頂戴いたします。追加議案につ

きましては、条例改正１件が予定されております。内容といたしましては、議案説

明会の際に御説明いたしました柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例でござ

います。提出日は、質疑並びに一般質問の最終日であります３月 11日を予定してお

ります。よろしくお願いをいたします。  

〇委員長  ただいま副市長より説明がございました追加議案の取扱いについて、事

務局より説明願います。  

〇議事課長  資料１、（３）でございます。追加議案の取扱いについてでございま

すが、３月 11日の質疑並びに一般質問の最終日に提出されるとのことですので、そ

の日の日程にのせ、提案説明を省略し、質疑を３問制で行い、質疑が終結した後、

健康福祉委員会に付託となり、以下当初議案と同様の扱いになります。  

 なお、本追加議案における議案質疑については、資料にお示しした先例のとおり、

付託委員会の議員は、本会議の質疑を遠慮することとなってございますので、改め

て御確認のほど、よろしくお願いいたします。以上です。  

〇委員長  ただいまの説明で、さよう御承知おき願います。  

                              

〇委員長  次に、オンライン委員会についてを議題といたします。  

 事務局から説明をお願いします。  
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〇議事課長  資料２でございます。先日の議会運営委員会において決定しましたオ

ンライン委員会における出席方法の練習会についてのスケジュール案となります。  

 本定例会招集日２月 22日に、まず初めに総務市民委員会及び教育子供委員会の練

習会を開催いたしますので、本会議散会後 20分後を目安に委員の皆様はオンライン

出席を、正副委員長は担当書記からお声がけがありましたら、各委員会室にお集ま

りください。  

 各委員の出席場所につきましては、会派控室、または議場や開催場所以外の委員

会室等を開放しておりますので、庁舎の内外を問わず、お好きな場所から出席いた

だきますようお願いをいたします。委員全員の接続が完了しましたら、音声確認等

を行いまして終了となります。  

 その後、次の委員会の会場設営等の準備の時間を約 15分ほど頂戴いたしまして、

健康福祉委員会及び建設経済環境委員会の練習会に移ります。この両委員会の開催

予定時刻は、散会後の約 45分後からとなりますので、その時間までにオンライン出

席をいただき、音声確認等を行いまして全日程終了となります。  

 なお、出席いただく際のズームの操作方法については、この後、事務局からサイ

ドブックスに格納してあるマニュアルを改めて周知させていただきますが、操作方

法等に不安のある方は、練習会前日までに事務局へお越しください。以上でござい

ます。  

〇委員長  事務局説明のとおり、委員の皆様におかれましては出席いただきますよ

うお願いをいたします。  

 なお、ズームＩＤ等については、恐らく前日までに知らされると思いますので、

注意しておいていただきたいと思います。  

                              

〇委員長  次に、議場での資料掲示についてを議題といたします。  

 事務局から説明をお願いします。  

〇議事課長  資料３でございます。令和５年 12月定例会から検討・見直しを進めて

おりました資料掲示の申請方法等をまとめたものとなります。新たに追記させてい

ただいたものは、網かけ部分のインターネットからの引用の可否についての項目と、

その次のページです、従来の申請書の様式を修正し、著作権等に係る確認先の記載、

サイドブックスへの格納の有無、チェックリスト等を新たに記載したものとなりま

す。こちらの資料につきましては、改めてラインワークスの掲示板において周知さ

せていただく予定でおりますので、併せて御確認いただきますようお願いいたしま

す。以上でございます。  

〇委員長  事務局の説明のとおり、御承知おきくださいますようお願いします。  

                              

〇委員長  次に、令和６年度議会費の概要についてを議題といたします。  

 事務局より説明をお願いします。  

〇庶務課長  令和６年度一般会計歳出予算のうち、議会費について御説明いたしま
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す。資料４でございます。議会費の総額は、表の左下に記載のとおり６億 5,583万円

で、前年度比で 2,214万 3,000円の減額となりました。  

 主な内容を申し上げますと、まず１節の報酬から４節共済費、また８節旅費の会

計年度任用職員の通 勤費を合わせた人件 費では、３節の職員 手当等で期末手当が

4.5か月に引き上げられたことなどによって 823万 3,000円の増額、４節の共済費が負

担割合変更によって 356万 7,000円の減額となっております。令和６年度人件費トー

タルは５億 7,268万 8,000円となり、前年度と比較して 952万 5,000円の増額となって

おります。  

 続きまして、人件費を除く７節の報償費から 18節の負担金補助及び交付金までに

つきましては、合計額 8,314万 2,000円で、前年度に比べ 3,166万 8,000円の減額とな

っております。  

 主な増減の要因を申し上げますと、工事請負費で昨年度計上しておりました議場

のマイク設備 3,487万円がなくなり、新たに本庁舎６階カーペットタイル貼り替え

334万 3,000円を計上いたしました。そこで 3,152万 7,000円の減額となりました。以

上、概略を説明させていただきました。  

 なお、カーペットタイル貼り替え工事につきましては、現状では、あくまでも現

状ですけれども、６月定例会終了後を予定しております。その際には控室の荷物の

搬出などお願いすることもあろうかと存じますが、よろしくお願いいたします。  

 この資料は、議会運営委員会終了後にラインワークスで配付させていただきます。

御質問等がありましたら、庶務課までお問合せください。以上でございます。  

〇委員長  ただいまの説明で、さよう御承知おき願います。  

                              

〇委員長  ここで事務局から報告がございます。  

〇庶務課長  まず、庶務課から２月７日の議会運営委員会で御説明させていただき

ました安否確認の件でございます。 12月 20日に行った安否確認で、当日中に回答を

いただけなかった議員さん 10名に、その理由について伺いました。やり方が分から

ない、答えたと思っていたという議員さんがお一人ずつ、気がつかなかったという

議員さんが８名ございました。気がつかなかったという議員さんには、小まめなチ

ェックをお願いしたところでございます。やり方が分からないという議員さんには、

個別で御説明をさせていただきたいと思います。以上でございます。  

〇議事課長  続きまして、議事課から議場のマイクの修繕について御報告をいたし

ます。昨年 12月議会終了後から、議場のお席に設置してあるマイクの修繕工事を行

っておりましたが、先日その修繕工事を終え、マイクを一新いたしました。  

 なお、使用方法などに変更はございません。よろしくお願いいたします。以上で

ございます。  

〇委員長  事務局報告のとおり、御了承願います。  

                              

〇委員長  次は、３月 11日月曜日、質疑並びに一般質問の最終日、本会議終了後に
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開く予定であります。  

 以上で議会運営委員会を閉会いたします。  

              午前１１時２２分閉会  


